
大分県医療意見書電子化等推進事業実施要領 

 

１ 目的 

この事業は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。）第 19

条の 3 第１項に規定する指定医（以下、「指定医」という。）が勤務する医療機関

に対し、小児慢性特定疾病医療費支給認定事務に必要な業務システムの改修等に必

要な経費を補助することにより、データ登録のオンライン化を推進し、指定医及び

県の業務負担の軽減を図ることを目的とする。 

 

２ 事業実施主体 

  指定医が勤務する医療機関 

 

３ 事業の内容 

  事業実施主体である医療機関が、医療意見書のオンライン化に対応するために必

要な業務システムの改修及び必要な機器の導入等の環境整備を実施する。 

 

４ 事業実施計画の作成及び認定 

（１）事業実施主体は、事業計画認定申請書（第１号様式）に、次に掲げる書類を添

付し、別に定める期日までに知事に認定の申請を行うものとする。 

  ア 事業計画書 

  イ その他参考となる書類 

（２）知事は、事業計画の内容を審査し、適当と認めるときは事業計画の認定を行い、

事業計画認定通知書（第２号様式）により通知するものとする。 

 

５ 助成措置 

 知事は、認定された事業について、予算の範囲内で、別に定める大分県医療意見

書電子化等推進事業補助金交付要綱により補助するものとする。 

 

附則 

この要領は、令和５年度の予算に係る大分県医療意見書電子化等推進事業補助金か

ら適用する。 

 


